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熊本市火災予防条例（昭和３７年条例第１１号）新旧対照表 

改正後（案） 現行 

目次 目次 

第１章 総則（第１条） 第１章 総則（第１条） 

第２章 削除 第２章 削除 

第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等 第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等 

第１節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

(第３条―第１７条の３) 

第２節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第１８条―第

２２条の２) 

第３節 火の使用に関する制限等(第２３条―第２８条) 

第４節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第２９条) 

第１節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準

(第３条―第１７条の３) 

第２節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第１８条―第

２２条の２) 

第３節 火の使用に関する制限等(第２３条―第２８条) 

第４節 火災に関する警報の発令中における火の使用の制限(第２９条) 

第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第２９条の２―第２９条の７） 第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等（第２９条の２―第２９条の７） 

第３章の３ 林野火災の予防（第２９条の８・第２９条の９） 【新設】 

第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

第５章 避難管理等（第３５条―第４２条の２） 第５章 避難管理等（第３５条―第４２条の２） 

第５章の２ 屋外催しに係る防火管理（第４２条の３・第４２条の４） 第５章の２ 屋外催しに係る防火管理（第４２条の３・第４２条の４） 

第６章 雑則（第４３条―第４８条） 第６章 雑則（第４３条―第４８条） 

第７章 罰則（第４９条・第５０条） 第７章 罰則（第４９条・第５０条） 

附則 附則 

第１章 総則 第１章 総則 

（目的） （目的） 

第１条 この条例は、消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。）第９条の規定に基づき火を使用す

る設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第９条の２の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関

する基準等について、法第９条の４の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準等について並

びに法第２２条第４項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるととも

に、本市における火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。 

第１条 この条例は、消防法（昭和２３年法律第１８６号。以下「法」という。）第９条の規定に基づき火を使用す

る設備の位置、構造及び管理の基準等について、法第９条の２の規定に基づき住宅用防災機器の設置及び維持に関

する基準等について、法第９条の４の規定に基づき指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの基準等について並

びに法第２２条第４項の規定に基づき火災に関する警報の発令中における火の使用の制限について定めるととも

に、本市における火災予防上必要な事項を定めることを目的とする。 

第２章 削除 第２章 削除 

第２条 削除 第２条 削除 

第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等 第３章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等 

（炉） （炉） 

第３条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 第３条 炉の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合（不燃材料（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２

条第９号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。）で有効に仕上げをした建築物等（消防法施行令（昭和３６年

政令第３７号。以下「令」という。）第５条第１項第１号に規定する建築物等をいう。以下同じ。）の部分の構

造が耐火構造（建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。）であって、間柱、下地その他

主要な部分を準不燃材料（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１条第５号に規定する準不燃材料

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合（不燃材料（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２

条第９号に規定する不燃材料をいう。以下同じ。）で有効に仕上げをした建築物等（消防法施行令（昭和３６年

政令第３７号。以下「令」という。）第５条第１項第１号に規定する建築物等をいう。以下同じ。）の部分の構

造が耐火構造（建築基準法第２条第７号に規定する耐火構造をいう。以下同じ。）であって、間柱、下地その他

主要な部分を準不燃材料（建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１条第５号に規定する準不燃材料
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をいう。以下同じ。）で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、

間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの（有効に遮熱できるものに限る。）である場合をいう。以

下同じ。）を除き、建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長

が認める距離以上の距離を保つこと。 

をいう。以下同じ。）で造ったものである場合又は当該建築物等の部分の構造が耐火構造以外の構造であって、

間柱、下地その他主要な部分を不燃材料で造ったもの（有効に遮熱できるものに限る。）である場合をいう。以

下同じ。）を除き、建築物等及び可燃性の物品から次に掲げる距離のうち、火災予防上安全な距離として消防長

が認める距離以上の距離を保つこと。 

ア 別表第３の炉の項に掲げる距離 ア 別表第３の炉の項に掲げる距離 

イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準（平成１４年消防庁告示第１号）により得られ

る距離 

イ 対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準（平成１４年消防庁告示第１号）により得られ

る距離 

(2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。 (2) 可燃物が落下し、又は接触するおそれのない位置に設けること。 

(3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。 (3) 可燃性のガス又は蒸気が発生し、又は滞留するおそれのない位置に設けること。 

(4) 階段・避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。 (4) 階段・避難口等の付近で避難の支障となる位置に設けないこと。 

(5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。 (5) 燃焼に必要な空気を取り入れることができ、かつ、有効な換気を行うことができる位置に設けること。 

(6) 屋内に設ける場合にあっては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設けること。ただし、

金属で造った床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。 

(6) 屋内に設ける場合にあっては、土間又は不燃材料のうち金属以外のもので造った床上に設けること。ただし、

金属で造った床上又は台上に設ける場合において防火上有効な措置を講じたときは、この限りでない。 

(7) 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。 (7) 使用に際し火災の発生のおそれのある部分を不燃材料で造ること。 

(8) 地震その他の振動又は衝撃（以下「地震等」という。）により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造と

すること。 

(8) 地震その他の振動又は衝撃（以下「地震等」という。）により容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造と

すること。 

(9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。 (9) 表面温度が過度に上昇しない構造とすること。 

(10) 屋外に設ける場合にあっては、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。た

だし、第１８号の２アに掲げる装置を設けたものにあっては、この限りでない。 

(10) 屋外に設ける場合にあっては、風雨等により口火及びバーナーの火が消えないような措置を講ずること。た

だし、第１８号の２アに掲げる装置を設けたものにあっては、この限りでない。 

(11) 開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあっては、その上部に不燃性の天蓋及び排

気筒を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものに

あっては、防火上有効な遮へいを設けること。 

(11) 開放炉又は常時油類その他これらに類する可燃物を煮沸する炉にあっては、その上部に不燃性の天蓋及び排

気筒を屋外に通ずるように設けるとともに、火粉の飛散又は火炎の伸長により火災の発生のおそれのあるものに

あっては、防火上有効な遮へいを設けること。 

(12) 溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあっては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。 (12) 溶融物があふれるおそれのある構造の炉にあっては、あふれた溶融物を安全に誘導する装置を設けること。 

(13) 削除 (13) 削除 

(14) 熱風炉に附属する風道については、次によること。 (14) 熱風炉に附属する風道については、次によること。 

ア 風道並びにその被覆及び支枠は、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設け

ること。 

ア 風道並びにその被覆及び支枠は、不燃材料で造るとともに、風道の炉に近接する部分に防火ダンパーを設け

ること。 

イ 炉からアの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから２メートル以内の部分は、建築物等の可燃性

の部分及び可燃性の物品との間に１５センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ１０センチメート

ル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。 

イ 炉からアの防火ダンパーまでの部分及び当該防火ダンパーから２メートル以内の部分は、建築物等の可燃性

の部分及び可燃性の物品との間に１５センチメートル以上の距離を保つこと。ただし、厚さ１０センチメート

ル以上の金属以外の不燃材料で被覆する部分については、この限りでない。 

ウ 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。 ウ 給気口は、じんあいの混入を防止する構造とすること。 

(15) 薪、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあっては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、

蓋のある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造った床上に取灰入れを設

けるときは、不燃材料で造った台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気を図ること。 

(15) 薪、石炭その他の固体燃料を使用する炉にあっては、たき口から火粉等が飛散しない構造とするとともに、

蓋のある不燃性の取灰入れを設けること。この場合において、不燃材料以外の材料で造った床上に取灰入れを設

けるときは、不燃材料で造った台上に設けるか、又は防火上有効な底面通気を図ること。 

(16) 削除 (16) 削除 

(17) 灯油、重油その他の液体燃料を使用する炉の附属設備は、次によること。 (17) 灯油、重油その他の液体燃料を使用する炉の附属設備は、次によること。 

ア 燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。 ア 燃料タンクは、使用中燃料が漏れ、あふれ、又は飛散しない構造とすること。 

イ 燃料タンクは、地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。 イ 燃料タンクは、地震等により容易に転倒又は落下しないように設けること。 
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ウ 燃料タンクとたき口との間には、２メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けるこ

と。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。 

ウ 燃料タンクとたき口との間には、２メートル以上の水平距離を保つか、又は防火上有効な遮へいを設けるこ

と。ただし、油温が著しく上昇するおそれのない燃料タンクにあっては、この限りでない。 

エ 燃料タンクは、その容量（タンクの内容積の９０パーセントの量をいう。以下同じ。）に応じ、次の表に掲

げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。 

エ 燃料タンクは、その容量（タンクの内容積の９０パーセントの量をいう。以下同じ。）に応じ、次の表に掲

げる厚さの鋼板又はこれと同等以上の強度を有する金属板で気密に造ること。 

タンクの容量 板厚 

5リットル以下 0.6ミリメートル以上 

5リットルを超え20リットル以下 0.8ミリメートル以上 

20リットルを超え40リットル以下 1.0ミリメートル以上 

40リットルを超え100リットル以下 1.2ミリメートル以上 

100リットルを超え250リットル以下 1.6ミリメートル以上 

250リットルを超え500リットル以下 2.0ミリメートル以上 

500リットルを超え、1,000リットル以下 2.3ミリメートル以上 

1,000リットルを超え2,000リットル以下 2.6ミリメートル以上 

2,000リットルを超えるもの 3.2ミリメートル以上 
 

タンクの容量 板厚 

5リットル以下 0.6ミリメートル以上 

5リットルを超え20リットル以下 0.8ミリメートル以上 

20リットルを超え40リットル以下 1.0ミリメートル以上 

40リットルを超え100リットル以下 1.2ミリメートル以上 

100リットルを超え250リットル以下 1.6ミリメートル以上 

250リットルを超え500リットル以下 2.0ミリメートル以上 

500リットルを超え、1,000リットル以下 2.3ミリメートル以上 

1,000リットルを超え2,000リットル以下 2.6ミリメートル以上 

2,000リットルを超えるもの 3.2ミリメートル以上 
 

オ 燃料タンクを屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造った床上に設けること。 オ 燃料タンクを屋内に設ける場合にあっては、不燃材料で造った床上に設けること。 

カ 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。 カ 燃料タンクの架台は、不燃材料で造ること。 

キ 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設す

る燃料タンクにあっては、この限りでない。 

キ 燃料タンクの配管には、タンク直近の容易に操作できる位置に開閉弁を設けること。ただし、地下に埋設す

る燃料タンクにあっては、この限りでない。 

ク 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又

は配管にあっては、この限りでない。 

ク 燃料タンク又は配管には、有効なろ過装置を設けること。ただし、ろ過装置が設けられた炉の燃料タンク又

は配管にあっては、この限りでない。 

ケ 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合に

おいて、当該装置がガラス管で作られているときは、金属管等で安全に保護すること。 

ケ 燃料タンクには、見やすい位置に燃料の量を自動的に覚知することができる装置を設けること。この場合に

おいて、当該装置がガラス管で作られているときは、金属管等で安全に保護すること。 

コ 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。 コ 燃料タンクは、水抜きができる構造とすること。 

サ 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるとき

は、当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。 

サ 燃料タンクには、通気管又は通気口を設けること。この場合において、当該燃料タンクを屋外に設けるとき

は、当該通気管又は通気口の先端から雨水が浸入しない構造とすること。 

シ 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼そ

の他さびにくい材質で作られた燃料タンクにあっては、この限りでない。 

シ 燃料タンクの外面には、さび止めのための措置を講ずること。ただし、アルミニウム合金、ステンレス鋼そ

の他さびにくい材質で作られた燃料タンクにあっては、この限りでない。 

ス 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあっては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けるこ

と。 

ス 燃焼装置に過度の圧力がかかるおそれのある炉にあっては、異常燃焼を防止するための減圧装置を設けるこ

と。 

セ 燃料を予熱する方式の炉にあっては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の

予熱を防止する措置を講ずること。 

セ 燃料を予熱する方式の炉にあっては、燃料タンク又は配管を直火で予熱しない構造とするとともに、過度の

予熱を防止する措置を講ずること。 

(18) 液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉にあっては、多量の未燃ガスが滞留せ

ず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管については、次によること。 

(18) 液体燃料又はプロパンガス、石炭ガスその他の気体燃料を使用する炉にあっては、多量の未燃ガスが滞留せ

ず、かつ、点火及び燃焼の状態が確認できる構造とするとともに、その配管については、次によること。 

ア 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上

又は使用上適当でない場合は、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。 

ア 金属管を使用すること。ただし、燃焼装置、燃料タンク等に接続する部分で金属管を使用することが構造上

又は使用上適当でない場合は、当該燃料に侵されない金属管以外の管を使用することができる。 

イ 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合に

あっては、さし込み接続とすることができる。 

イ 接続は、ねじ接続、フランジ接続、溶接等とすること。ただし、金属管と金属管以外の管を接続する場合に

あっては、さし込み接続とすることができる。 

ウ イのさし込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締めつけること。 ウ イのさし込み接続による場合は、その接続部分をホースバンド等で締めつけること。 

(18)の2 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあっては、必要に応じ次の安全装置を設けること。 (18)の2 液体燃料又は気体燃料を使用する炉にあっては、必要に応じ次の安全装置を設けること。 
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ア 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置 ア 炎が立ち消えた場合等において安全を確保できる装置 

イ 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあっては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置 イ 未燃ガスが滞留するおそれのあるものにあっては、点火前及び消火後に自動的に未燃ガスを排出できる装置 

ウ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、温度が過度に上昇した場合において自動的に燃

焼を停止できる装置 

ウ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、温度が過度に上昇した場合において自動的に燃

焼を停止できる装置 

エ 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあっては、停電時において自動的に

燃焼を停止できる装置 

エ 電気を使用して燃焼を制御する構造又は燃料の予熱を行う構造のものにあっては、停電時において自動的に

燃焼を停止できる装置 

(18)の3 気体燃料を使用する炉の配管、計量器等の附属設備は、電線、電気開閉器その他の電気設備が設けられて

いるパイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には設けないこと。ただし、電気

設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合においては、この限りでない。 

(18)の3 気体燃料を使用する炉の配管、計量器等の附属設備は、電線、電気開閉器その他の電気設備が設けられて

いるパイプシャフト、ピットその他の漏れた燃料が滞留するおそれのある場所には設けないこと。ただし、電気

設備に防爆工事等の安全措置を講じた場合においては、この限りでない。 

(19) 電気を熱源とする炉にあっては、次によること。 (19) 電気を熱源とする炉にあっては、次によること。 

ア 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置すること。 ア 電線、接続器具等は、耐熱性を有するものを使用するとともに、短絡を生じないように措置すること。 

イ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、必要に応じ温度が過度に上昇した場合において

自動的に熱源を停止できる装置を設けること。 

イ 炉内の温度が過度に上昇するおそれのあるものにあっては、必要に応じ温度が過度に上昇した場合において

自動的に熱源を停止できる装置を設けること。 

２ 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。 ２ 炉の管理は、次に掲げる基準によらなければならない。 

(1) 炉の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。 (1) 炉の周囲は、常に、整理及び清掃に努めるとともに、燃料その他の可燃物をみだりに放置しないこと。 

(2) 炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。 (2) 炉及びその附属設備は、必要な点検及び整備を行い、火災予防上有効に保持すること。 

(3) 液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあっては、前号の点検及び整備を必要な知識及び技能を有す

る者として消防長が指定するものに行わせること。 

(3) 液体燃料を使用する炉及び電気を熱源とする炉にあっては、前号の点検及び整備を必要な知識及び技能を有す

る者として消防長が指定するものに行わせること。 

(4) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。 (4) 本来の使用燃料以外の燃料を使用しないこと。 

(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあっては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃

焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。 

(5) 燃料の性質等により異常燃焼を生ずるおそれのある炉にあっては、使用中監視人を置くこと。ただし、異常燃

焼を防止するために必要な措置を講じたときは、この限りでない。 

(6) 燃料タンクは、燃料の性質等に応じ、遮光し、又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずるこ

と。 

(6) 燃料タンクは、燃料の性質等に応じ、遮光し、又は転倒若しくは衝撃を防止するために必要な措置を講ずるこ

と。 

３ 入力３５０キロワット以上の炉にあっては、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井（天井のない場合にあって

は、はり又は屋根）で区画され、かつ、窓及び出入口等に防火戸（建築基準法第２条第９号の２ロに規定する防火

設備であるものに限る。以下同じ。）を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防

火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。 

３ 入力３５０キロワット以上の炉にあっては、不燃材料で造った壁、柱、床及び天井（天井のない場合にあって

は、はり又は屋根）で区画され、かつ、窓及び出入口等に防火戸（建築基準法第２条第９号の２ロに規定する防火

設備であるものに限る。以下同じ。）を設けた室内に設けること。ただし、炉の周囲に有効な空間を保有する等防

火上支障のない措置を講じた場合においては、この限りでない。 

４ 前３項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準については、第３０条及び第

３１条の２から第３１条の５まで（第３１条の４第２項第１号から第３号まで及び第８号を除く。）の規定を準用

する。 

４ 前３項に規定するもののほか、液体燃料を使用する炉の位置、構造及び管理の基準については、第３０条及び第

３１条の２から第３１条の５まで（第３１条の４第２項第１号から第３号まで及び第８号を除く。）の規定を準用

する。 

第３条の２～第３条の３ （略） 第３条の２～第６条 （略） 

第３条の４ （略） 第３条の４ （略） 

２ 前項に規定するもののほか、厨房設備の位置、構造及び管理の基準については、第３条(第１項第１１号から第１

４号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第３項の規定中「入力」とあるのは、「当該厨房設

備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が」と読み替えるものとする。 

２ 前項に規定するもののほか、厨房設備の位置、構造及び管理の基準については、第３条(第１項第１１号から第１

４号までを除く。)の規定を準用する。この場合において、第３条第３項の規定中「入力」とあるのは、「当該厨房

設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が」と読み替えるものとする。 

第４条～第６条 （略） 第４条～第６条 （略） 

（乾燥設備） （乾燥設備） 

第７条 乾燥設備の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 第７条 乾燥設備の構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 



5/8 

(1)～(3) （略）  (1)～(3) （略）  

２ 前項に規定するもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については、第３条（第１項第１１号及び第

１２号を除く。）の規定を準用する。 

２ 前項に規定するもののほか、乾燥設備の位置、構造及び管理の基準については、第３条（第１項第１１号及び第

１２号を除く。）の規定を準用する。 

 （簡易サウナ設備）  【新設】 

第７条の２ 簡易サウナ設備（屋外その他の直接外気に接する場所に設けるテント型サウナ室（サウナ室のうちテン

トを活用したものをいう。）又はバレル型サウナ室（サウナ室のうち円筒形であり、かつ、木製のものをいう。）

に設ける放熱設備であって、定格出力６キロワット以下のものであり、かつ、薪又は電気を熱源とするものをい

う。以下同じ。）の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 

【新設】 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な

距離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこ

と。 

 

(2) 簡易サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置

を設けること。ただし、薪を熱源とする簡易サウナ設備にあっては、その周囲において火災が発生した際に速や

かに使用できる位置に消火器を設置した場合は、この限りでない。 

 

２ 前項に規定するもののほか、簡易サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第３条（第１項第１号、

第１０号から第１４号まで及び第１７号から第１８号の３まで、第２項第６号、第３項並びに第４項を除く。）及

び第５条第１項の規定を準用する。 

 

（一般サウナ設備） （サウナ設備） 

第７条の３ 一般サウナ設備（簡易サウナ設備以外のサウナ設備（サウナ室に設ける放熱設備をいう。）をいう。以

下同じ。）の位置及び構造は、次に掲げる基準によらなければならない。 

第７条の２ サウナ室に設ける放熱設備（以下「サウナ設備」という。）の位置及び構造は、次に掲げる基準によら

なければならない。 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距

離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこ

と。 

(1) 火災予防上安全な距離を保つことを要しない場合を除き、建築物等及び可燃性の物品から火災予防上安全な距

離として対象火気設備等及び対象火気器具等の離隔距離に関する基準により得られる距離以上の距離を保つこ

と。 

(2) 一般サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を

設けること。 

(2) サウナ設備の温度が異常に上昇した場合に直ちにその熱源を遮断することができる手動及び自動の装置を設け

ること。 

２ 前項に規定するもののほか、一般サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第３条（第１項第１号及

び第１０号から第１２号までを除く。）の規定を準用する。 

２ 前項に規定するもののほか、サウナ設備の位置、構造及び管理の基準については、第３条（第１項第１号及び第

１０号から第１２号までを除く。）の規定を準用する。 

第８条～第２８条 （略）  第８条～第２８条 （略）  

（火災に関する警報の発令中における火の使用の制限） （火災に関する警報の発令中における火の使用の制限） 

第２９条 火災に関する警報（法第２２条第３項の火災に関する警報をいう。以下同じ。）が発せられた場合におけ

る火の使用については、次に定めるところによらなければならない。 

第２９条 火災に関する警報                                が発せられた場

合における火の使用については、次に定めるところによらなければならない。 

(1) 山林、原野等において火入れをしないこと。 (1) 山林、原野等において火入れをしないこと。 

(2) 煙火を消費しないこと。 (2) 煙火を消費しないこと。 

(3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 (3) 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 

(4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。 (4) 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。 

(5) 残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰又は火粉を始末すること。 (5) 残火（たばこの吸殻を含む。）、取灰又は火粉を始末すること。 

【削る】  (6) 屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。 

第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等 第３章の２ 住宅用防災機器の設置及び維持に関する基準等 
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第２９条の２～第２９条の６ （略） 第２９条の２～第２９条の６ （略） 

（住宅における火災の予防の推進） （住宅における火災の予防の推進） 

第２９条の７ 本市は、住宅における火災の予防を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。 第２９条の７ 本市は、住宅における火災の予防を推進するため、次に掲げる施策の実施に努めるものとする。 

(1) 住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する住宅用防災機器、感震

ブレーカーその他の物品、機械器具及び設備の普及の促進 

(1) 住宅における出火防止、火災の早期発見、初期消火、延焼防止、通報、避難等に資する機器等に関する情報の

提供 

(2) 住民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動の促進 (2) 住民の自主的な防災組織が行う住宅における火災の予防に資する活動の促進 

２ 第２９条の２の関係者は、住宅における火災の予防を推進するため、第２９条の３第１項各号に掲げる住宅の部

分のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置

に努めるものとする。 

２ 第２９条の２の関係者は、住宅における火災の予防を推進するため、第２９条の３第１項各号に掲げる住宅の部

分のほか、台所その他の火災発生のおそれが大であると認められる住宅の部分における住宅用防災警報器等の設置

に努めるものとする。 

第３章の３ 林野火災の予防    【新設】 

 （林野火災に関する注意報）  

第２９条の８ 市長は、気象の状況が山林、原野等における火災（以下「林野火災」という。）の予防上注意を要す

ると認めるときは、林野火災に関する注意報を発することができる。 

【新設】 

２ 前項の規定による注意報が発せられたときは、注意報が解除されるまでの間、市の区域内に在る者は、第２９条

各号に定める火の使用の制限に従うよう努めなければならない。 

 

３ 市長は、林野火災の発生の危険性を勘案して、前項の規定による火の使用の制限の努力義務の対象となる区域を

指定することができる。 

 

 （林野火災の予防を目的とした火災に関する警報の発令中における火の使用の制限）  

第２９条の９ 市長は、林野火災の予防を目的として火災に関する警報を発したときは、林野火災の発生の危険性を

勘案して、第２９条各号に定める火の使用の制限の対象となる区域を指定することができる。 

【新設】 

第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 第４章 指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等 

第３０条～第３１条の６ （略）  第３０条～第３１条の６ （略）  

（類を同じくする危険物）  （類を同じくする危険物） 

第３１条の７ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上

の基準は、次のとおりとする。 

第３１条の７ 指定数量の５分の１以上指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの危険物の類ごとに共通する技術上

の基準は、次のとおりとする。 

(1)～(2) （略） 

(3) 自然発火性物品（第３類の危険物のうち危険物の規制に関する政令第１条の５第２項の自然発火性試験におい

て同条第３項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。）に

あっては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品（第３類の危険物のうち

同条第５項の水との反応性試験において同条第６項に定める性状を示すもの（カリウム、ナトリウム、アルキル

アルミニウム及びアルキルリチウムを含む。）をいう。）にあっては水との接触を避けること。 

(4)～(6) （略） 

(1)～(2) （略） 

(3) 自然発火性物品（第３類の危険物のうち危険物の規制に関する政令第１条の５第２項の自然発火性試験におい

て同条第３項に定める性状を示すもの並びにアルキルアルミニウム、アルキルリチウム及び黄りんをいう。）に

あっては炎、火花若しくは高温体との接近、過熱又は空気との接触を避け、禁水性物品（第３類の危険物のうち

同令第１条の５第５項の水との反応性試験において同条第６項に定める性状を示すもの（カリウム、ナトリウ

ム、アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを含む。）をいう。）にあっては水との接触を避けること。 

(4)～(6) （略） 

第３１条の９～第３２条 （略） 第３１条の９～第３２条 （略） 

第３３条 （略） 第３３条 （略） 

２ 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければ

ならない。 

２ 可燃性液体類等を貯蔵し、又は取り扱う場所の位置、構造及び設備は、次に掲げる技術上の基準によらなければ

ならない。 

 (1) （略）  (1) （略） 

 (2) 別表第８で定める数量の２０倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、  (2) 別表第８で定める数量の２０倍以上の可燃性固体類等を屋内において貯蔵し、又は取り扱う場合は、壁、柱、
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床及び天井を不燃材料で造った室内において行うこと。ただし、その周囲に幅１メートル（同表で定める数量の

２００倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、３メートル）以上の空地を保有するか、又は防

火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあっては、壁、柱、床及び天井を不燃材料で覆った室内にお

いて、貯蔵し、又は取り扱うことができる。 

床及び天井を不燃材料で造った室内において行うこと。ただし、その周囲に幅１メートル（別表第８で定める数

量の２００倍以上の可燃性固体類等を貯蔵し、又は取り扱う場合は、３メートル）以上の空地を保有するか、又

は防火上有効な隔壁を設けた建築物その他の工作物内にあっては、壁、柱、床及び天井を不燃材料で覆った室内

において、貯蔵し、又は取り扱うことができる。 

３ （略） ３ （略） 

第３４条～第３４条の３ （略） 第３４条～第３４条の３ （略） 

第５章 避難管理等 第５章 避難管理等 

第３５条～第４２条の２ （略） 第３５条～第４２条の２ （略） 

第５章の２ 屋外催しに係る防火管理 第５章の２ 屋外催しに係る防火管理 

（指定催しの指定） （指定催しの指定） 

第４２条の３～第４２条の４ （略）  第４２条の３～第４２条の４ （略）  

第６章 雑則 第６章 雑則 

第４３条 （略） 第４３条 （略） 

（火を使用する設備等の設置の届出） （火を使用する設備等の設置の届出） 

第４４条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置し

ようとする者は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。 

第４４条 火を使用する設備又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備のうち、次に掲げるものを設置し

ようとする者は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け出なければならない。 

(1) 熱風炉 (1) 熱風炉 

(2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉 (2) 多量の可燃性ガス又は蒸気を発生する炉 

(3) 前号に掲げるもののほか、据付面積２平方メートル以上の炉（個人の住居に設けるものを除く。） (3) 前号に掲げるもののほか、据付面積２平方メートル以上の炉（個人の住居に設けるものを除く。） 

(3)の2 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が３５０キロワット以上の厨房設

備 

(3)の2 当該厨房設備の入力と同一厨房室内に設ける他の厨房設備の入力の合計が３５０キロワット以上の厨房設

備 

(4) 入力７０キロワット以上の温風暖房機（風道を使用しないものにあっては、劇場等及びキャバレー等に設ける

ものに限る。 

(4) 入力７０キロワット以上の温風暖房機（風道を使用しないものにあっては、劇場等及びキャバレー等に設ける

ものに限る。 

(5) ボイラー又は入力７０キロワット以上の給湯湯沸設備（個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令

（昭和４７年政令第３１８号）第１条第３号に定めるものを除く。） 

(5) ボイラー又は入力７０キロワット以上の給湯湯沸設備（個人の住居に設けるもの又は労働安全衛生法施行令

（昭和４７年政令第３１８号）第１条第３号に定めるものを除く。） 

(6) 乾燥設備（個人の住居に設けるものを除く。） (6) 乾燥設備（個人の住居に設けるものを除く。） 

(6)の2  簡易サウナ設備（個人が設けるものを除く。） 【新設】 

(7) 一般サウナ設備（個人の住居に設けるものを除く。） (7) サウナ設備（個人の住居に設けるものを除く。） 

(7)の2 入力７０キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機 (7)の2 入力７０キロワット以上の内燃機関によるヒートポンプ冷暖房機 

(8) 火花を生ずる設備 (8) 火花を生ずる設備 

(8)の2 放電加工機 (8)の2 放電加工機 

(9) 高圧又は特別高圧の変電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。） (9) 高圧又は特別高圧の変電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。） 

(10) 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。） (10) 急速充電設備（全出力５０キロワット以下のものを除く。） 

(11) 燃料電池発電設備（第８条の３第２項又は第４項に定めるものを除く。） (11) 燃料電池発電設備（第８条の３第２項又は第４項に定めるものを除く。） 

(12) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの（第１２条第４項に定めるものを除く。） (12) 内燃機関を原動力とする発電設備のうち、固定して用いるもの（第１２条第４項に定めるものを除く。） 

(13) 蓄電池設備（蓄電池容量が２０キロワット時以下のものを除く。） (13) 蓄電池設備（蓄電池容量が２０キロワット時以下のものを除く。） 

(14) 設備容量２キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備 (14) 設備容量２キロボルトアンペア以上のネオン管灯設備 
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(15) 水素ガスを充填する気球 (15) 水素ガスを充填する気球 

（火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出） （火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出） 

第４５条 次に掲げる行為をしようとする者（第２号に掲げる行為をしようとする者のうち、火薬類取締法（昭和２

５年法律第１４９号）第２５条第１項の許可を受けた者を除く。）は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け

出なければならない。 

第４５条 次に掲げる行為をしようとする者（第２号に掲げる行為をしようとする者のうち、火薬類取締法（昭和２

５年法律第１４９号）第２５条第１項の許可を受けた者を除く。）は、あらかじめ、その旨を所轄消防署長に届け

出なければならない。 

(1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為（たき火を含む。） (1) 火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為            

(2) 煙火（玩具用煙火を除く。）の打上げ又は仕掛け (2) 煙火（玩具用煙火を除く。）の打上げ又は仕掛け 

(3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催 (3) 劇場等以外の建築物その他の工作物における演劇、映画その他の催物の開催 

(4) 水道の断水又は減水 (4) 水道の断水又は減水 

(5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事 (5) 消防隊の通行その他消火活動に支障を及ぼすおそれのある道路工事 

(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設（対象火気器具等

を使用する場合に限る。） 

(6) 祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催しに際して行う露店等の開設（対象火気器具等

を使用する場合に限る。） 

第４５条の２～第４８条 （略）  第４５条の２～第４８条 （略）  

第７章 罰則 第７章 罰則 

第４９条～第５０条 （略） 第４９条～第５０条 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

別表第１及び別表第２ 削除 別表第１及び別表第２ 削除 

別表第３ （略） 別表第３ （略） 

別表第４から別表第７まで 削除 別表第４から別表第７まで 削除 

別表第８ （略） 別表第８ （略） 

   附 則 

 この条例は、令和８年１月１日から施行する。ただし、第７条の２の改正規定及び同条を第７条の３とし、第７条の次に１条を加える改正規定、第２９条の７の改正規定及び第４４条の改正規定は、同年３月３１日から施行する。 


